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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

監 査 公 表 第 １ ８ 号  

地 方 自 治 法 （ 昭 和 2 2 年 法 律 第 6 7 号 ） 第 1 9 9 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 実 施 し た 財 務 監 査 の 結  

果 は 、 次 の と お り で す 。  

令 和 ５ 年 10 月 13 日  

福 島 県 監 査 委 員   山   田   平 四 郎  

福 島 県 監 査 委 員   髙   野   光   二  

福 島 県 監 査 委 員   佐   竹       浩  

福 島 県 監 査 委 員   高   橋   宏   和  

１   監 査 等 の 基 準  

本 件 の 監 査 等 は 、 福 島 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 監 査 委 員 監 査 公 表 第 1 0

号 ） に 基 づ き 実 施 し た 。  

２   監 査 等 の 種 類  

財 務 監 査  

３   監 査 等 の 対 象 及 び 実 施 内 容  

⑴   生 活 環 境 部  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

只見 線 管理 事 務所 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ７ 月 13日 山田平四郎 佐 竹   浩 実 地 監 査

環境 創 造セ ン タ ー 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ７ 月 19日 高 橋   宏 和 実 地 監 査

⑵   保 健 福 祉 部  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

南会津保健福祉事務所 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ７ 月 11日 山田平四郎 佐 竹   浩 実 地 監 査
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相双保健福祉事務所 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ７ 月 21日 高 橋   宏 和 実 地 監 査

県南保健福祉事務所 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ７ 月 28日 山田平四郎 佐 竹   浩 実 地 監 査

⑶   商 工 労 働 部  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

ハ イ テ ク プ ラ ザ 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ６ 月 16日 髙 野 光 二 高 橋 宏 和 実 地 監 査

⑷   農 林 水 産 部  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

 令 和 ３ 年 度      
水 産 資 源 研 究 所  令 和 ５ 年 ５ 月 30日 髙 野 光 二 佐 竹   浩 実 地 監 査

令 和 ４ 年 度

南 会津 農 林 事 務所 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ７ 月 11日 山田平四郎 佐 竹   浩 実 地 監 査

県 南 農 林 事 務 所 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ７ 月 28日 山田平四郎 佐 竹   浩 実 地 監 査

⑸   土 木 部  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

相 双 建 設 事 務 所 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ７ 月 21日 高 橋   宏 和 実 地 監 査

⑹   教 育 委 員 会  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

 令 和 ３ 年 度      
原 町 高 等 学 校     令 和 ５ 年 ６ 月 14日  髙 野 光 二  高 橋 宏 和  実 地 監 査  

令 和 ４ 年 度

 令 和 ３ 年 度      
相 馬農 業 高 等 学校   令 和 ５ 年 ６ 月 14日  髙 野 光 二  高 橋 宏 和  実 地 監 査  

令 和 ４ 年 度

 令 和 ３ 年 度      
喜多方桐桜高等学校   令 和 ５ 年 ６ 月 15日  山田平四郎  佐 竹   浩  実 地 監 査  

令 和 ４ 年 度

 令 和 ３ 年 度     
喜 多 方 高 等 学 校   令 和 ５ 年 ７ 月 12日  高 橋   宏 和 実 地 監 査  

令 和 ４ 年 度

会 津農 林 高 等 学校 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ７ 月 12日 高 橋   宏 和 実 地 監 査

会 津西 陵 高 等 学校 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ７ 月 13日 山田平四郎 佐 竹   浩 実 地 監 査

須賀川創英館高等学校 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ７ 月 26日 山田平四郎 佐 竹   浩 実 地 監 査

⑺   公 安 委 員 会  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

 令 和 ３ 年 度      
郡 山 北 警 察 署     令 和 ５ 年 ５ 月 24日 山田平四郎  高 橋 宏 和  実 地 監 査  

令 和 ４ 年 度

 令 和 ３ 年 度      
須 賀 川 警 察 署     令 和 ５ 年 ５ 月 24日 山田平四郎  高 橋 宏 和  実 地 監 査  

令 和 ４ 年 度

 令 和 ３ 年 度      
い わ き 東 警 察 署   令 和 ５ 年 ６ 月 １ 日 山田平四郎  佐 竹   浩  実 地 監 査  

令 和 ４ 年 度

４   監 査 等 の 着 眼 点  

⑴   事 務 事 業 が 法 令 等 に 従 っ て 適 正 に 実 施 さ れ て い る か 。 （ 合 規 性 ）  

⑵   会 計 情 報 が 体 系 的 か つ 適 正 ・ 確 実 に 事 実 を 反 映 し て い る か 。 （ 正 確 性 ）  

⑶   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 最 少 の 経 費 と な っ て い る か 。 （ 経 済 性 ）  

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

⑷   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 費 用 に 見 合 う 効 果 が 挙 が っ て い る か 。 （ 効 率 性 ）  

⑸   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 の 結 果 が 、 所 期 の 目 的 を 達 成 し て い る か 、 ま た 、

成 果 を 上 げ て い る か 。 （ 有 効 性 ）  

５   監 査 等 の 結 果  

⑴   生 活 環 境 部  

ア   監 査 し た 結 果 、 次 の ２ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。  

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

環 境 創 造 セ ン タ ー    ・ 契 約 内 容 の 一 部 を 変 更 す る 必 要 が 生 じ た が 、 変 更 契 約 の  

締 結 及 び 支 出 負 担 行 為 の 作 成 を 行 わ な か っ た 。          

・ 不 用 と な っ た 物 品 を 売 却 す る 際 に 物 品 売 払 調 書 を 作 成 し  

て い な か っ た 。 ま た 、 歳 入 科 目 を 物 品 売 払 代 金 と す べ き  

と こ ろ 、 雑 入 と し て 収 入 調 定 し て い た 。              

イ   上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に

適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及

び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

⑵   保 健 福 祉 部  

監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お

り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

⑶   商 工 労 働 部  

監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お

り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

⑷   農 林 水 産 部  

監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お

り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

⑸   土 木 部  

監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。  

 

 対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

 

 相 双 建 設 事 務 所      ・ 令 和 ５ 年 度 の 県 営 住 宅 の 家 賃 算 定 に お い て 、 一 部 の 世 帯

 で 誤 っ て 特 別 低 減 を 適 用 し 過 少 に 算 定 し た た め 、 追 加 で

 徴 収 す る 必 要 が 生 じ た 。                            

⑹   教 育 委 員 会  

監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お

り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

⑺   公 安 委 員 会  

監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お

り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

（ 監 査 総 務 課 ）  

                       

監 査 公 表 第 １ ９ 号  

令 和 ５ 年 ３ 月 24 日 監 査 公 表 第 ７ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 2 2 年 法 律 第 6 7 号 ） 第 1 9 9 条 第 1 4 項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら 次 の と お り 措 置 状 況

の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。  

    令 和 ５ 年 10 月 13 日  

福 島 県 監 査 委 員   山   田   平 四 郎  

福 島 県 監 査 委 員   髙   野   光   二  

福 島 県 監 査 委 員   佐   竹       浩  

福 島 県 監 査 委 員   高   橋   宏   和  
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 助 言 を 行 う 。  

  

 （ 組 織 犯 罪 対 策 課 ）  

   当 該 法 人 の ホ ー ム ペ ー ジ で 定 款 や 財 務

 諸 表 等 の 法 人 情 報 を 開 示 し て い る 。  

   な お 、 今 後 も 所 管 課 と し て 、 指 導 及 び

 助 言 を 行 う 。  

  

  意 見 ６   公 益 法 人 が 免 税 事 業 者 で あ っ  （ 県 民 サ ー ビ ス 課 ）  

    て も 、 適 格 請 求 書 等 発 行 事 業 者 登 録    所 管 公 益 法 人 に つ い て は 仕 入 控 除 の 対

    を 行 わ な い 場 合 、 取 引 先 に お い て 仕  象 と な る 取 引 先 が 存 在 し て い な い た め 、

    入 税 額 控 除 が で き な く な る の で 、 所  適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 と し て 申 請 を 登 録

    管 課 に お い て は 、 各 種 軽 減 特 例 措 置  す る 必 要 は な い 。  

    も 考 慮 の う え 、 各 法 人 に 対 し て イ ン   

    ボ イ ス 制 度 の 周 知 、 確 認 を さ れ た い 。  （ 生 活 安 全 企 画 課 ）  

    （ 県 民 サ ー ビ ス 課 、 生 活 安 全 企 画 課 、    所 管 公 益 法 人 が 、 実 施 し て い る 防 犯 啓

      組 織 犯 罪 対 策 課 ）  発 品 販 売 に よ る 収 益 は 法 人 税 法 上 非 課 税

 事 業 に 該 当 す る 。  

  ま た 、 県 内 各 地 区 防 犯 協 会 と は 仕 入 れ

控 除 の 対 象 と な る 取 引 が 存 在 し な い こ と

か ら 、 適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 と し て 登 録

す る こ と を 予 定 し て い な い 。  

 

（ 組 織 犯 罪 対 策 課 ）  

  所 管 公 益 法 人 に つ い て は 仕 入 控 除 の 対

象 と な る 取 引 先 が 存 在 し て い な い た め 、

適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 と し て 申 請 を 登 録

す る 必 要 は な い 。

                                                                （ 監 査 総 務 課 ）  

                       

監 査 公 表 第 ２ ２ 号  

地 方 自 治 法 （ 昭 和 2 2 年 法 律 第 6 7 号 ） 第 1 9 9 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 令 和 ４ 年 度 分 の 県 公 営

企 業 に 係 る 定 期 監 査 を 実 施 し た 結 果 は 、 次 の と お り で す 。  

令 和 ５ 年 10 月 13 日  

福 島 県 監 査 委 員   山   田   平 四 郎  

福 島 県 監 査 委 員   髙   野   光   二  

福 島 県 監 査 委 員   佐   竹       浩  

福 島 県 監 査 委 員   高   橋   宏   和  

（ 土 木 部 （ 流 域 下 水 道 事 業 会 計 ） ）  

１   監 査 等 の 基 準  

本 件 の 監 査 等 は 、 福 島 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 監 査 委 員 監 査 公 表 第 1 0

号 ） に 基 づ き 実 施 し た 。  

２   監 査 等 の 種 類  

財 務 監 査  

３   監 査 等 の 着 眼 点  

⑴   事 務 事 業 が 法 令 等 に 従 っ て 適 正 に 実 施 さ れ て い る か 。 （ 合 規 性 ）  

⑵   会 計 情 報 が 体 系 的 か つ 適 正 ・ 確 実 に 事 実 を 反 映 し て い る か 。 （ 正 確 性 ）  

⑶   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 最 少 の 経 費 と な っ て い る か 。 （ 経 済 性 ）  

⑷   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 費 用 に 見 合 う 効 果 が 上 が っ て い る か 。 （ 効 率 性 ）  

⑸   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 の 結 果 が 、 所 期 の 目 的 を 達 成 し て い る か 、 ま た 、

成 果 を 上 げ て い る か 。 （ 有 効 性 ）  

４   監 査 等 の 対 象 、 実 施 内 容 及 び 結 果  

対 象 公 所   県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所  

実 施 年 月 日   令 和 ５ 年 ８ 月 ８ 日  

実 施 方 法   書 面 監 査  

担 当 監 査 委 員   佐   竹       浩  

事 業 経 営 の 状 況  

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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流 域 下 水 道 事 業 を 行 っ て お り 、 事 業 管 理 の 状 況 は お お む ね 適 正 で あ っ た と 認 め ら

れ る 。  

 

監 査 の 結 果 、 次 の ２ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。  

（ 指 導 事 項 ）  

・ 固 定 資 産 が 振 替 伝 票 の 作 成 誤 り に よ り 過 大 に 計 上 さ れ て い る 。  

・ 令 和 ３ 年 度 に 河 川 管 理 者 に 無 償 譲 渡 し た 土 地 及 び 固 定 資 産 台 帳 へ の 二 重 計 上 の

修 正 に よ り 除 却 し た 土 地 に 係 る 会 計 処 理 に つ い て 、 令 和 ３ 年 度 に 除 却 に 伴 う 資

産 減 耗 費 及 び 特 別 損 失 は 計 上 し た も の の 、 土 地 取 得 に 要 し た 国 庫 補 助 金 等 の 額

を 資 本 剰 余 金 か ら 減 額 し 、 未 処 分 利 益 剰 余 金 に 計 上 す べ き と こ ろ 、 令 和 ５ 年 ３

月 31 日 に 振 替 処 理 し て い る 。  

 

（ 企 業 局 ）  

１   監 査 等 の 基 準  

本 件 の 監 査 等 は 、 福 島 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 監 査 委 員 監 査 公 表 第 1 0

号 ） に 基 づ き 実 施 し た 。  

２   監 査 等 の 種 類  

財 務 監 査  

３   監 査 等 の 着 眼 点  

⑴   事 務 事 業 が 法 令 等 に 従 っ て 適 正 に 実 施 さ れ て い る か 。 （ 合 規 性 ）  

⑵   会 計 情 報 が 体 系 的 か つ 適 正 ・ 確 実 に 事 実 を 反 映 し て い る か 。 （ 正 確 性 ）  

⑶   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 最 少 の 経 費 と な っ て い る か 。 （ 経 済 性 ）  

⑷   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 費 用 に 見 合 う 効 果 が 上 が っ て い る か 。 （ 効 率 性 ）  

⑸   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 の 結 果 が 、 所 期 の 目 的 を 達 成 し て い る か 、 ま た 、

成 果 を 上 げ て い る か 。 （ 有 効 性 ）  

４   監 査 等 の 対 象 、 実 施 内 容 及 び 結 果  

対 象 公 所   企 業 局 い わ き 事 業 所  

実 施 年 月 日   令 和 ５ 年 ８ 月 ８ 日  

実 施 方 法   書 面 監 査  

担 当 監 査 委 員   佐   竹       浩  

事 業 経 営 の 状 況  

磐 城 工 業 用 水 道 を は じ め い わ き 市 内 ４ 工 業 用 水 で 給 水 事 業 を 行 っ て お り 、 総 給 水

量 は 3 1 3 ,1 3 9 ,3 9 4 ｍ3 で 、 前 年 度 と 比 較 し て 7 3 8 ,0 3 7 ｍ3（ 0 . 2 ％ ） 減 少 し て い る 。 そ の 事

業 管 理 は お お む ね 適 正 で あ っ た と 認 め ら れ る 。  

 

監 査 の 結 果 、 次 の １ 件 の 指 摘 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。  

（ 指 摘 事 項 ）  

固 定 資 産 台 帳 等 諸 帳 簿 の 整 備 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。  

（ 事 実 ）  

固 定 資 産 に つ い て 、 総 勘 定 元 帳 の 減 価 償 却 残 高 と 固 定 資 産 台 帳 の 金 額 が 一 致 し

て い な い も の が あ る 。  

・ 建 物 （ 施 設 用 建 物 ）  

総 勘 定 元 帳 の 残 高                  3 6 4 , 0 7 8 , 1 0 4 円  

固 定 資 産 台 帳 の 金 額                3 6 5 , 2 3 6 , 3 0 5 円  

差     額                        △ 1 , 1 5 8 , 2 0 1 円  

・ 構 築 物 （ 原 水 及 び 浄 水 設 備 ）  

総 勘 定 元 帳 の 残 高                3 , 5 6 4 , 2 6 4 , 6 7 0 円  

固 定 資 産 台 帳 の 金 額              3 , 5 6 4 , 3 8 5 , 3 1 6 円  

差     額                          △ 1 2 0 , 6 4 6 円  

・ 構 築 物 （ そ の 他 構 築 物 ）  

総 勘 定 元 帳 の 残 高                  4 5 8 , 6 7 6 , 6 1 7 円  

固 定 資 産 台 帳 の 金 額                4 5 8 , 4 0 2 , 0 8 2 円  

差     額                            2 7 4 , 5 3 5 円  

・ 機 械 及 び 装 置 （ 電 気 設 備 ）  

総 勘 定 元 帳 の 残 高                2 , 4 9 2 , 0 9 0 , 6 1 5 円  

固 定 資 産 台 帳 の 金 額              2 , 4 9 8 , 3 8 8 , 3 6 5 円  

差     額                        △ 6 , 2 9 7 , 7 5 0 円  

・ 機 械 及 び 装 置 （ そ の 他 機 械 装 置 ）  

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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総 勘 定 元 帳 の 残 高                2 , 1 0 1 , 5 8 0 , 1 5 1 円  

固 定 資 産 台 帳 の 金 額              2 , 0 9 1 , 2 4 2 , 8 5 6 円  

差     額                         1 0 , 3 3 7 , 2 9 5 円  

・ 車 両 運 搬 具 （ 車 両 運 搬 具 ）  

総 勘 定 元 帳 の 残 高                   1 0 , 7 9 8 , 2 0 9 円  

固 定 資 産 台 帳 の 金 額                 1 0 , 1 8 6 , 3 2 3 円  

差     額                            6 1 1 , 8 8 6 円  

・ 合     計  

総 勘 定 元 帳 の 残 高                8 , 9 9 1 , 4 8 8 , 3 6 6 円  

固 定 資 産 台 帳 の 金 額              8 , 9 8 7 , 8 4 1 , 2 4 7 円  

差     額                          3 , 6 4 7 , 1 1 9 円  

・ 差 額 の 総 額                         1 8 , 8 0 0 , 3 1 3 円  

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）  

固 定 資 産 台 帳 等 諸 帳 簿 に つ い て は 、 相 互 に 関 係 す る 会 計 帳 簿 と 随 時 、 照 合 す る

な ど 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 整 備 す る こ と 。  

 

（ 病 院 局 ）  

１   監 査 等 の 基 準  

本 件 の 監 査 等 は 、 福 島 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 監 査 委 員 監 査 公 表 第 1 0

号 ） に 基 づ き 実 施 し た 。  

２   監 査 等 の 種 類  

財 務 監 査  

３   監 査 等 の 着 眼 点  

⑴   事 務 事 業 が 法 令 等 に 従 っ て 適 正 に 実 施 さ れ て い る か 。 （ 合 規 性 ）  

⑵   会 計 情 報 が 体 系 的 か つ 適 正 ・ 確 実 に 事 実 を 反 映 し て い る か 。 （ 正 確 性 ）  

⑶   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 最 少 の 経 費 と な っ て い る か 。 （ 経 済 性 ）  

⑷   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 費 用 に 見 合 う 効 果 が 上 が っ て い る か 。 （ 効 率 性 ）  

⑸   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 の 結 果 が 、 所 期 の 目 的 を 達 成 し て い る か 、 ま た 、

成 果 を 上 げ て い る か 。 （ 有 効 性 ）  

４   監 査 等 の 対 象 、 実 施 内 容 及 び 結 果  

対 象 公 所   ふ く し ま 医 療 セ ン タ ー こ こ ろ の 杜  

実 施 年 月 日   令 和 ５ 年 ７ 月 26 日  

実 施 方 法   実 地 監 査  

担 当 監 査 委 員   山   田   平 四 郎  

佐   竹       浩  

事 業 経 営 の 状 況  

令 和 ４ 年 度 の 患 者 数 は 、 入 院 が 延 べ 2 7 , 6 8 2 人 、 外 来 が 延 べ 2 3 , 7 2 2 人 で あ り 、 前 年

度 と 比 較 し て 、 入 院 は 4 , 3 6 1 人 （ 1 3 . 6 ％ ） の 減 小 、 外 来 は 1 , 9 4 6 人 （ 8 . 9 ％ ） 増 加 し

た 。 そ の 事 業 管 理 の 状 況 は お お む ね 適 正 で あ っ た と 認 め ら れ る 。  

 

監 査 の 結 果 、 次 の ４ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。  

（ 指 導 事 項 ）  

・ 決 算 に 当 た り 、 医 業 未 収 金 に 係 る 貸 倒 引 当 金 に つ い て 、 残 高 と 当 期 設 定 金 額 の

差 額 を 計 上 し た 上 で 、 収 益 又 は 費 用 に 計 上 す べ き と こ ろ 、 こ れ を 行 わ な か っ た

た め 、 特 別 損 失 及 び 医 業 外 収 益 が 過 小 と な っ て い る 。  

・ 医 療 観 察 法 病 棟 窓 セ キ ュ リ テ ィ ー シ ス テ ム 保 守 点 検 業 務 委 託 に 当 た り 、 債 務 負

担 行 為 等 必 要 な 手 続 を 行 わ ず に 、 令 和 ５ 年 度 の 期 間 を 含 む 契 約 を 締 結 し 、 契 約

額 全 額 を 前 金 払 し て い る 。  

・ 看 護 職 員 勤 務 予 定 作 成 シ ス テ ム に つ い て 、 減 価 償 却 費 を 誤 っ て 二 重 計 上 し て い

る 。  

・ 小 切 手 帳 の 未 使 用 用 紙 に つ い て 、 出 納 取 扱 金 融 機 関 の 確 認 及 び 打 抜 処 理 が 行 わ

れ な い ま ま 保 管 さ れ て い る 。  

 

対 象 公 所   県 立 南 会 津 病 院  

実 施 年 月 日   令 和 ５ 年 ７ 月 14 日  

実 施 方 法   実 地 監 査  

担 当 監 査 委 員   高   橋   宏   和  

事 業 経 営 の 状 況  

─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和 5 年10月13日　 金曜日 福 島 県 報 号外第45号25



令 和 ４ 年 度 の 患 者 数 は 、 入 院 が 延 べ 1 2 , 1 9 7 人 、 外 来 が 延 べ 5 9 , 8 4 0 人 で あ り 、 前 年

度 と 比 較 し て 、 入 院 は 2 , 2 3 4 人 （ 1 5 . 5 ％ ） の 減 小 、 外 来 は 1 , 4 7 5 人 （ 2 . 5 ％ ） 増 加 し

た 。 そ の 事 業 管 理 の 状 況 は お お む ね 適 正 で あ っ た と 認 め ら れ る 。  

 

監 査 の 結 果 、 次 の ２ 件 の 指 摘 事 項 及 び ２ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。  

（ 指 摘 事 項 ）  

固 定 資 産 の 維 持 管 理 及 び 処 分 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。  

（ 事 実 ）  

固 定 資 産 に つ い て は 、 常 に 現 況 を 把 握 し 、 そ の 増 減 異 動 を 固 定 資 産 台 帳 に 整 理

す べ き で あ る に も か か わ ら ず 、 こ れ を 適 正 に 行 っ て い な か っ た 。  

令 和 ４ 年 度 に 固 定 資 産 台 帳 に 登 録 さ れ て い る 器 械 備 品 の 現 物 確 認 を 行 っ た と こ

ろ 、 昭 和 6 3 年 ２ 月 以 降 に 取 得 し た 器 械 備 品 の う ち 1 8 9 件 が 亡 失 し て い る こ と が 判 明

し 、 特 別 損 失 に 1 3 , 1 6 8 , 7 7 3 円 を 計 上 し て い る 。  

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）  

固 定 資 産 の 維 持 管 理 及 び 処 分 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。  

特 に 、 固 定 資 産 管 理 権 者 は 、 常 に そ の 管 理 す る 固 定 資 産 の 現 況 を 把 握 し 、 固 定

資 産 台 帳 に よ り 固 定 資 産 の 増 減 異 動 を 整 理 す る と と も に 、 固 定 資 産 の 滅 失 、 廃 棄

等 が あ っ た 場 合 、 そ の 都 度 、 適 切 な 処 理 を 行 う こ と 。  

 

（ 指 摘 事 項 ）  

固 定 資 産 の 減 価 償 却 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。  

（ 事 実 ）  

病 院 情 報 シ ス テ ム （ 平 成 3 0 年 ９ 月 2 5 日 取 得 、 取 得 価 格 9 3 ,5 3 0 ,1 6 0 円 ） に つ い て 、

耐 用 年 数 に 基 づ き 取 得 年 度 の 翌 年 度 か ら 減 価 償 却 を 行 う べ き と こ ろ 、 固 定 資 産 台

帳 シ ス テ ム へ の 耐 用 年 数 の 入 力 漏 れ に よ り 減 価 償 却 が 適 正 に 行 わ れ ず 、 令 和 元 年

度 か ら 令 和 ３ 年 度 ま で の 分 に つ い て 、 令 和 ４ 年 度 に 特 別 損 失 6 2 , 8 2 0 , 2 1 0 円 を 計 上

し て い る 。  

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）  

固 定 資 産 の 減 価 償 却 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。  

 

（ 指 導 事 項 ）  

・ 記 載 誤 り の あ っ た 小 切 手 用 紙 に つ い て 、 朱 書 き 斜 線 ・ 使 用 不 可 の 表 示 を せ ず に

そ の ま ま 保 管 さ れ て い る 。 ま た 、 小 切 手 帳 の 未 使 用 用 紙 に つ い て 、 出 納 取 扱 金

融 機 関 の 確 認 及 び 打 抜 処 理 が 行 わ れ な い ま ま 保 管 さ れ て い る 。  

・ 県 の E T C カ ー ド を 借 り 私 有 車 で 出 張 し た 職 員 が 、 出 張 後 、 E T C カ ー ド の 返 却 を

忘 れ 、 私 用 で 使 用 し て い る 。  

 

対 象 公 所   大 野 病 院  

実 施 年 月 日   令 和 ５ 年 ８ 月 ８ 日  

実 施 方 法   書 面 監 査  

担 当 監 査 委 員   佐   竹       浩  

事 業 経 営 の 状 況  

東 日 本 大 震 災 及 び 東 京 電 力 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 事 故 に 伴 い 、 平 成 23 年 ３ 月 12 日

か ら 休 止 と な っ て お り 、 入 院 及 び 外 来 の 実 績 は な い 。 そ の 事 業 管 理 の 状 況 は お お む

ね 適 正 で あ っ た と 認 め ら れ る 。  

 

監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 が 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 小 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お

り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

（ 監 査 総 務 課 ）  
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